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（「女性活躍推進」特集号）

発信者 雇用環境・均等室

〇群馬労働局の取組をトピックスで紹介します。お役立ち情報を載せていますので、ぜひ貴法人・機関、会員の
皆様にもご活用いただけるようお願いいたします。この情報は群馬労働局HP（新着情報）にも掲載しています。

〇ご不明な点は、雇用環境・均等室までお問い合わせください。（027-896-4739）

① 労働者１０１人以上の事業主の皆様

女性の活躍に関する「情報公表」をお願いします！

雇用環境・均等室

女性活躍推進法に関する制度改正により、令和４年４月１日より、１０１人以上３００人以下企業にも女性
活躍に関する情報公表が事業主に義務付けられています。
また、厚生労働省令の改正により、令和４年７月８日より、女性の活躍に関する情報公表項目「男女の賃金

の差異」が追加されています。詳細については以下のリーフレットのとおりです。初回の「男女の賃金の差
異」の情報公表は、施行（令和４年７月８日）後に最初に終了する事業年度の実績を、その次の事業年度の開
始後おおむね３か月以内に公表が必要です。

＜男女の賃金差異公表について＞
・自社の女性活躍の関する状況を、求職者等に
正しく理解してもらうためにも、『説明欄』等
を活用し、追加的な情報の公表をご検討くださ
い。
（例）
自社における男女間賃金格差の背景事情が

ある場合に、追加情報として公表する。例え
ば女性活躍推進の観点から、女性の新卒採用
を強化した結果、前年と比べて相対的に賃金
水準の低い女性労働者が増え、男女賃金格差
が前事業年度よりも拡大した、など。

●情報公表の際は、厚生労働省が運営する「女性の活躍推進企業データベース」を
ご活用ください。

URL:https://positive-ryouritsu.mhlw.go.jp/positivedb/

●「男女の賃金の差異」の情報公表に関する詳細を含め、女性活躍推進法の詳細は、
厚生労働省ウェブサイト（女性活躍推進法特集ページ）をご覧ください。

URL:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000091025.html

●女性活躍にかかる情報公表、一般事業主行動計画策定等についてのお問い合わせ先
群馬労働局雇用環境・均等室 電話 027-896-4739



＜群馬労働局の取組 トピックスコーナー＞

https://jsite.mhlw.go.jp/gunma-
roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/koyou_kintou/topics.html

トピックスのバックナンバー
はHPを見てね！
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②女性活躍推進法に基づく「えるぼし」認定を受けましょう！

＜「えるぼし」認定とは＞
女性活躍推進法により一般事業主行動計画の策定・届出を行った企業のうち、女性の活躍に関する取組の実

施状況が優良な企業については、申請により、厚生労働大臣の認定を受けることができます。
認定を受けた企業は、厚生労働大臣が定める認定マーク「えるぼし」を商品などに付すことができ、女性の

活躍を推進している事業主であることをＰＲすることができます。

３段階目（３つ星）

２段階目（２つ星）

１段階目（１つ星）

●「女性の職業生活における活躍の状況に関する実績に係る基準」※
の５つの項目全てを満たし、その実績を「女性の活躍推進企業データ
ベース」に毎年公表していること。

●「女性の職業生活における活躍の状況に関する実績に係る基準」※
のうち３つ又は４つの項目を満たし、その実績を「女性の活躍推進企
業データベース」に毎年公表していること。

●満たさない項目については、事業主行動計画策定指針に定められた
取組の中から当該項目に関連するものを実施し、その取組の実施状況
について「女性の活躍推進企業データベース」に公表するとともに２
年以上連続してその実績が改善していること。

●「女性の職業生活における活躍の状況に関する実績に係る基準」※
のうち１つ又は２つの項目を満たし、その実績を「女性の活躍推進企
業データベース」に毎年公表していること。

●満たさない項目については、事業主行動計画策定指針に定められた
取組の中から当該項目に関連するものを実施し、その取組の実施状況
について「女性の活躍推進企業データベース」に公表するとともに２
年以上連続してその実績が改善していること。

▶▶公共職業安定所（ハローワーク）求人票等における認定表示

求人票や求人情報画面にPRロゴマークとして表示することができます。
表示の仕方については、ハローワーク窓口にお尋ねください。

●女性活躍推進法や「えるぼし認定」「プラチナえるぼし認定」の詳細については、厚生労働省
ホームページ（女性活躍推進法特集ページ）をご覧ください。

＼女性活躍推進法特集ページ／
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000091025.html

●「えるぼし」認定、「プラチナえるぼし」認定についてのお問い合わせ・申請先
群馬労働局雇用環境・均等室 電話 027-896-4739

＜「プラチナえるぼし」認定について＞

えるぼし認定を受けた事業主のうち、女性の活躍推進に関する状況が優良であ
る等の一定の要件を満たした場合に認定します。

※「女性の職業生活における活躍の状況に関する実績に係る基準」は、採用、継続就業、労働
時間等の働き方、管理職比率、多様なキャリアコースの５つの評価項目があります。


